
 

（別紙） 

厚生労働大臣の指定する科目 

◎ 昭和25年〜昭和56年卒業者 

社会事業概論、社会保障論、社会事業行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、児童福祉論、社

会学、心理学、社会事業施設経営論、社会事業方法論、社会事業史、保育理論、社会調査統計、

医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、

経済政策、社会政策、共同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論、修身 

◎ 昭和56年〜平成11年卒業者 

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児

童福祉論、精神薄弱者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、

社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公

衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、

法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論 

◎ 平成11年〜平成12年卒業者 

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児

童福祉論、知的障害者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、

社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公

衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、

法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論 

◎ 平成12年〜現在までの卒業者 

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、

児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会

福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調

査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、

社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論 

※指定科目の読替え：上記指定科目名称以外であっても指定科目として認められる範囲（「読替え」と呼

称）を規定しており、この読替えの範囲としてあげられている科目名と同じ名称の科目を履修されていれ

ば、この場合も指定科目を履修したこととなります。 

 

平成 25 年 3 月 28 日に社会福祉主事の任用資格の取得に必要な科目の読替え範囲等の一部が改正されま

したので、指定科目及び読替え規定については、上記の指定科目や厚生労働省のホームページを参考のう

え、読替えの範囲等を確認してください。 

①当該改正以前に読み替えられた科目については、なお従前の例によることとされています。 

②大学等が科目の読替の手続きを厚生労働省に行っている場合に限り、異なる科目名でも適用すること

ができますので、大学等に確認してください。 

 

 


